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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単電池の周囲を取り囲み、集電体の間に設けられたシール層を有し、バイポーラ電池の
平面図において前記シール層が前記集電体の外部へ突出し、さらに隣接する前記シール層
が互いに接着してなる、バイポーラ電池。
【請求項２】
　前記シール層の前記集電体の外部へ突出した部分の幅は、前記単電池の積層中心から外
側に向かうに従って減少する、請求項１に記載のバイポーラ電池。
【請求項３】
　前記シール層は、前記集電体側に位置するように設けられた第１の樹脂と、前記第１の
樹脂により挟持され、前記第１の樹脂より融点の高い第２の樹脂と、からなる、請求項１
または２に記載のバイポーラ電池。
【請求項４】
　前記第１の樹脂の融点は、前記単電池の積層中心から外側に向かうに従って上昇する、
請求項３に記載のバイポーラ電池。
【請求項５】
　前記シール層の外縁部の形状は、矩形状以外の形状である、請求項１～４のいずれか１
項に記載のバイポーラ電池。
【請求項６】
　前記第１の樹脂および第２の樹脂は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリテトラフル
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オロエチレン、シリコーン、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、エポキシ、アクリ
ルおよびウレタンからなる群から選択される１種または２種以上の樹脂からなる、請求項
３～５のいずれか１項に記載のバイポーラ電池。
【請求項７】
　ゲルポリマー電池である、請求項１～６のいずれか１項に記載のバイポーラ電池。
【請求項８】
　正極活物質はリチウム－遷移金属複合酸化物であり、負極活物質はカーボンまたはリチ
ウム－遷移金属複合酸化物である、請求項１～７のいずれか１項に記載のバイポーラ電池
。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のバイポーラ電池が、並列接続、直列接続、並列－
直列接続、または直列－並列接続により、複数個接続されてなる、組電池。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のパイポーラ電池、および／または請求項９に記載
の組電池を搭載した車両。
【請求項１１】
　集電体、正極層、電解質層および負極層を、前記電解質層が前記正極層および前記負極
層により挟持されてなる単電池が２以上形成され、前記単電池が２つの集電体により挟持
されるように積層する工程（１）と、
　前記単電池の周囲を取り囲むシール層を、隣接する前記集電体の間に、バイポーラ電池
の平面図において前記集電体の外部へ突出するように配置する工程（２）と、
　前記シール層の両側に位置する集電体と前記シール層とを、および、隣接するシール層
同士を、熱加圧により互いに接着させる工程（３）と、
を有する、バイポーラ電池の製造方法。
【請求項１２】
　集電体に、単電池の周囲を取り囲むシール層を、バイポーラ電池の平面図における前記
集電体の外部へ突出するように接着させる工程（１）と、
　電解質層が正極層および負極層により挟持されてなる単電池が２以上形成され、さらに
前記単電池が２つの集電体により挟持されるように、前記集電体、正極層、電解質層およ
び負極層が積層されてなる積層体を形成する工程（２）と、
　前記シール層の両側に位置する集電体のうち前記シール層と接着していない集電体と前
記シール層とを、および、隣接するシール層同士を、熱加圧により互いに接着させる工程
（３）と、
を有する、バイポーラ電池の製造方法。
【請求項１３】
　前記シール層は、前記集電体側に位置するように設けられた第１の樹脂と、前記第１の
樹脂により挟持され、前記第１の樹脂より融点の高い第２の樹脂と、からなり、前記熱加
圧は、前記第１の樹脂の融点と前記第２の樹脂の融点との間の温度で行われる、請求項１
１または１２に記載のバイポーラ電池の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バイポーラ電池に関する。詳細には、本発明は、バイポーラ電池の各電極間
の短絡を防止するためのシール層およびバイポーラ電池の製造方法の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大気汚染や地球温暖化に対処するため、二酸化炭素量の低減が切に望まれている
。自動車業界では、電気自動車（ＥＶ）やハイブリッド電気自動車（ＨＥＶ）の導入によ
る二酸化炭素排出量の低減に期待が集まっており、これらの実用化の鍵を握るモータ駆動
用二次電池の開発が盛んに行われている。
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【０００３】
　モータ駆動用二次電池としては、全ての電池の中で最も高い理論エネルギーを有するリ
チウムイオン二次電池が注目を集めており、現在急速に開発が進められている。
【０００４】
　前記リチウムイオン二次電池の１種として、一枚の集電体の片面に正極層が形成され、
他方の面に負極層が形成された単電池（セル）を、電解質層を介して複数積層してなるバ
イポーラ型リチウムイオン二次電池（本明細書中、単に「バイポーラ電池」とも称する）
が提案され（例えば、特許文献１を参照）、近年特に注目を集めている。前記バイポーラ
電池においては、集電体を介して縦方向に電流が流れる。また、単電池（セル）間の接続
部は内部抵抗が無視されうるほど短い。このため、前記バイポーラ電池は、出力密度を向
上させる手段として有用である。
【０００５】
　このバイポーラ電池においても、従来のリチウムイオン二次電池と同様に、電解質層を
形成する電解質としては、液体電解質、ゲル電解質および固体電解質が用いられうる。
【０００６】
　ここで、電解質として液体電解質またはゲル電解質を用いる場合には、電解質層に由来
する電解液が漏れ出すことにより、異なる単電池（セル）の電極間で短絡（液絡）が発生
する虞がある。
【０００７】
　前記文献１においては、この電極間の短絡（液絡）を防止するためのシール層として絶
縁物を設けている。しかし、かようなシール層を設けたとしても、積層される単電池の数
が増加すると、前記シール層のシール性能が低下し、電極間の短絡（液絡）が充分に防止
されない場合があった。
【特許文献１】特開平１１－２０４１３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　よって本発明は、バイポーラ電池において、短絡（液絡）を防止するために単電池の周
囲に設けられたシール層のシール性能を向上させうる手段を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、単電池の周囲を取り囲み、集電体の間に設けられたシール層を有し、バイポ
ーラ電池の平面図において前記シール層が前記集電体の外部へ突出し、さらに隣接する前
記シール層が互いに接着してなる、バイポーラ電池である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、バイポーラ電池において電極間の短絡（液絡）を防止するために設け
られるシール層のシール性能が向上する。これにより、電極間の短絡（液絡）が効率的に
防止されうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を用いて説明する。
【００１２】
　図１～図３は、本発明のバイポーラ電池の好ましい一実施形態（本明細書中「第１形態
」とも称する）を示す概略断面図である。図１は、本発明の第１形態のバイポーラ電池を
示す平面図である。図２は、本発明の第１形態のバイポーラ電池を示す概略断面図である
。図３は、本発明の第１形態のバイポーラ電池を構成する単電池（セル）の拡大概略断面
図である。なお、図１の平面図は、最前面に集電体が配置された積層体の平面図であり、
図２における電池外装体３３、正極タブ２９および負極タブ３１が省略されている。また
、図１～図３は説明の都合上、各構成要素を誇張した形で記載されており、各構成要素間
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の比率は、実際とは異なる。これらは、以下の図においても同様である。
【００１３】
　図２に示すように、バイポーラ電池１１は、一枚の集電体１３の片面に正極層１５を有
し、前記集電体１３の他方の面に負極層１７を有するバイポーラ電極が、電解質層１９を
介して複数積層されることで、複数の単電池（セル）２１が直列に積層された構造をもつ
積層体２３を有する。前記積層体２３において、正極側の最外層に配置される正極用最外
層集電体２５は正極層１５のみを有し、負極側の最外層に配置される負極用最外層集電体
２７は負極層１７のみを有する。なお、図２に示されるバイポーラ電池１１において、積
層体２３の有する単電池（セル）２１およびシール層３５の数は６個であるが、単電池（
セル）２１およびシール層３５の数がこの形態のみに制限されないのは勿論である。前記
積層体２３は、電池外装材３３に収容されている。さらに前記最外層集電体２５，２７は
、その一辺が延長されて、電流を外部に取り出すための正極用タブ２９および負極用タブ
３１として前記電池外装材３３の外部に取り出されている。
【００１４】
　図１～図３に示すように、本発明のバイポーラ電池の第１形態においては、前記積層体
２３が電池外装材３３に収容されたバイポーラ電池１１において、正極層１５、負極層１
７、およびこれらにより挟持される電解質層１９からなる単電池（セル）２１の周囲を取
り囲むように、集電体１３の間にシール層３５が設けられている。また、前記シール層３
５が、バイポーラ電池１１の平面図において前記集電体１３の外部へ突出している。さら
には、隣接する前記シール層３５が互いに接着している。
【００１５】
　すなわち、本発明の第１は、単電池の周囲を取り囲み、集電体の間に設けられたシール
層を有し、バイポーラ電池の平面図において前記シール層が前記集電体の外部へ突出し、
さらに隣接する前記シール層が互いに接着してなる、バイポーラ電池である。また、図１
～図３に示す最良の形態を詳細に言い換えれば、本発明は、一の集電体の一面に正極層を
設け、他方の面に負極層を設けたバイポーラ電極と、前記正極層と前記負極層との間に挟
まれた電解質層と、前記正極層、前記電解質層、および前記負極層により構成された単電
池の周囲を取り囲み前記集電体の間に設けられたシール層と、を有し、バイポーラ電池の
平面図において前記シール層が前記集電体の外部へ突出し、さらに隣接する前記シール層
が互いに接着してなる、バイポーラ電池であるということもできる。なお、図１～図３に
おいて、シール層は、正極層１５、電解質層１９、および負極層１７からなる単電池（セ
ル）２１と接するように記載されているが、これに制限されず、シール層３５と単電池（
セル）２１との間に空隙が設けられてもよい。
【００１６】
　以下、本発明の第１により得られる効果をより詳細に説明する。
【００１７】
　従来、バイポーラ電池において、液体電解質またはゲル電解質を電解質層に用いる場合
には、電解質層由来の電解液により正極層と負極層との間での短絡（液絡）が発生する虞
があった。ここで「短絡（液絡）」とは、電解質層に用いられる電解液が単電池（セル）
の外部へ漏れ出し、この漏れ出した電解液を介して、異なる単電池（セル）に属する正極
層と負極層との間で電流が流れる現象をいう。この短絡（液絡）が発生すると、電池の漏
液などにより電池性能が著しく低下する虞がある。よって、この短絡（液絡）を防止する
目的で、単電池（セル）の周囲に、例えばポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、エポ
キシ樹脂、ポリテトラフルオロエチレン等の樹脂や、ゴムなどの絶縁物を用いて、隣接す
る集電体の間に、単電池（セル）を取り囲むようにシール層を設ける必要が生じていた（
前記特許文献１を参照）。
【００１８】
　ここで、本発明者らは、前記文献１に記載のような絶縁物によるシール層を設けたとし
ても、バイポーラ電池における単電池（セル）の数が増加すると、シール層のシール性能
が低下する場合があることを見出した。特に、シール層のシーリングを熱加圧により行う
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場合に、単電池（セル）数が多いと、熱加圧によるシーリング時の熱が単電池（セル）の
積層中心まで充分に到達せず、上記のようにシール性能が低下する場合があることを見出
した。なお、「熱加圧」とは、高温条件下で加圧することをいい、「ホットプレス」とも
称される。
【００１９】
　これに対し、本発明者らは、本発明の第１を完成させることにより、上記のようなシー
ル性能の低下という問題を解決した。
【００２０】
　すなわち、本発明の第１によれば、図１～図３に示すように、単電池（セル）２１の周
囲に設けられるシール層３５が、バイポーラ電池１１の平面図において前記集電体１３の
外部へ突出しており、さらに、隣接する前記シール層３５が互いに接着していることで、
シール層３５のシール性能が向上しうる。これは、前記文献１に記載の絶縁物にみられる
ような集電体１３－シール層３５間の接着に加えて、一般に金属－樹脂間の接着よりも強
い樹脂－樹脂間の接着であるシール層３５同士の接着が生じるためであると推測される。
【００２１】
　以上より、本発明の第１によれば、シール層３５のシール性能が向上したバイポーラ電
池１１が提供される。これにより、電極間の短絡（液絡）が効率よく防止されうる。この
ため、本発明のバイポーラ電池１１は、電池性能を低下させることなく長期間にわたって
高出力密度を維持することが求められる車両等に搭載される場合に特に有用である。また
、外部から電池内部への水分等の浸入が防止され、バイポーラ電池の剛性も向上しうる。
【００２２】
　以下、本発明のバイポーラ電池１１において、単電池（セル）２１の周囲を取り囲み、
集電体１３の間に設けられたシール層３５の好ましい実施形態について説明する。また、
本発明の技術的範囲は、以下の形態のみに限定されることはない。
【００２３】
　本発明において、「シール層」とは、単電池（セル）２１の周囲に設けられ、上下に存
在する集電体１３によって挟持される絶縁性の層であって、正極層１５と負極層１７との
間の短絡（液絡）を防止しうる層を意味する。
【００２４】
　本発明においては、図１に示すように、前記シール層３５が、バイポーラ電池１１の平
面図において集電体１３の外部へ突出（本明細書中、単に「突出」とも称する）している
。また、図２および図３に示すように、隣接するシール層３５は、互いに接着している。
ここで、「接着している」とは、同種または異種の固体の面と面が貼り合わされて一体化
している状態をいう。本発明において「接着」のメカニズムは特に制限されず、化学的な
力および／または物理的な力のいずれによってもよい。その他の形態は特に制限されない
。なお、シール層３５が「隣接する」とは、２つのシール層３５が、それぞれ隣接する単
電池（セル）２１の周囲に設けられていることを意味する。
【００２５】
　バイポーラ電池１１は通常、単電池（セル）２１が積層されてなる積層構造を有する。
このため、前記シール層３５も各単電池（セル）２１についてそれぞれ設けられるのが通
常である。以下の説明においては、全ての単電池（セル）２１の周囲にそれぞれシール層
３５が設けられる形態について説明するが、本発明のバイポーラ電池１１においては、各
シール層３５がそれぞれ突出しており、隣接するシール層３５と互いに接着していればよ
く、その他の形態は特に制限されない。なお、図２に示す形態において、最外層に位置す
る単電池（セル）２１’の周囲に設けられるシール層３５’は、上層または下層のいずれ
か一方のみが他のシール層３５と隣接しており、他方は隣接してしない。このため、前記
シール層３５’については、突出していることに加えて、上層または下層のいずれか一方
のみが他の隣接するシール層３５と接着していればよい。
【００２６】
　前記シール層３５が、図１に示すようにバイポーラ電池１１の平面図において集電体１
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３の外部へ突出する際の幅Ｌ０（本明細書中、「突出幅」とも称する）は、隣接するシー
ル層が接着しうるのであれば特に制限されない。前記突出幅は、好ましくは1～１０ｍｍ
、より好ましくは１～５ｍｍである。
【００２７】
　また、前記シール層３５の突出幅は、各単電池（セル）２１の周囲に設けられる各シー
ル層３５間で異なっていてもよく、同一であってもよい。
【００２８】
　ここで、バイポーラ電池１１においては、電極反応の進行に伴って電極１５，１７や電
解質層１９からは気体が発生し、単電池（セル）２１の内圧が上昇する場合がある。また
、バイポーラ電池１１においては、積層中心に向かうに従って、熱がこもるために温度が
上昇し、電極反応も進行しやすい。よって、この気体の発生に伴う内圧の上昇は積層中心
に近いほど起こりやすく、シール層３５の剥離も積層中心に近いほど発生しやすいと考え
られる。また、本発明者らは、シール層のシーリングを熱加圧により行う場合に、単電池
（セル）２１の数が多いと、熱加圧によるシーリング時の熱が単電池（セル）２１の積層
中心まで充分に到達せず、積層中心付近のシール層３５のシール性能が低下する場合があ
ることを見出した。
【００２９】
　かかる観点から、本発明のバイポーラ電池１１において、複数の単電池（セル）２１が
積層される場合、前記シール層３５の突出幅は、図４および図５に示すように、前記単電
池（セル）２１の積層中心から外側に向かうに従って減少することが好ましい。ここで図
４は、本発明におけるシール層の好ましい一実施形態を示す平面図である。また、図５は
、本発明におけるシール層の好ましい一実施形態を示す概略断面図である。かかる形態に
よれば、バイポーラ電池１１の全てのシール層３５におけるシール性能が向上しうる。ま
た、バイポーラ電池１１作製時のシーリング工程も容易に行われうる。なお、「積層中心
」とは、図５に示すような、単電池（セル）２１の積層により形成される積層体２３の中
心に位置する層２３’を意味する。積層される単電池（セル）２１の数が奇数である場合
には、積層中心２３’は１層であり、偶数である場合には、積層中心２３’は２層である
。
【００３０】
　前記シール層３５の外縁部の形状としては、例えば、図１および図４に示すような矩形
状が挙げられるが、これに制限されない。前記シール層３５は、例えば、図６～図８に示
す形状１～形状３のような矩形状以外の形状であってもよい。なお、図６～図８も例示の
ためのものであり、これらの図に示した形態のみに制限されるものではない。図６に示す
形態において、前記シール層３５は、周期の短い正弦波により囲まれた形状である。図７
に示す形態において、前記シール層３５は、周期の長い正弦波により囲まれた形状である
。図８に示す形態において、前記シール層３５は、鋸歯線により囲まれた形状である。シ
ール層３５の外縁部が図６～図８に示すような矩形状以外の形状である場合において、「
突出幅」とは、集電体からの垂直方向の最大幅と最小幅との平均値をいうものとする。す
なわち、図６～図８に示すように、最大幅をＬａ、最小幅をＬｂとした場合には、突出幅
Ｌは、下記式：
【００３１】
【数１】

【００３２】
で表される。また、図６～図８においては、全てのシール層３５の外縁部が相似形である
形態が示されているが、必ずしもそうである必要はなく、各シール層３５の外縁部の形状
は異なっていてもよい。
【００３３】
　後述する実施例において示されるように、本発明のバイポーラ電池１１のシール層３５
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が熱加圧により形成される場合、シール層３５の外縁部が図６～図８に示す形状１～形状
３のような矩形状以外の形状であると、シール層３５のシール性能が向上する。このメカ
ニズムについては明らかではないが、シール層３５の外縁部をかような形状とすることで
、熱加圧の際の熱の伝導性が向上するためではないかと推測される。かかるメカニズムは
あくまでも推測に過ぎず、上記以外のメカニズムにより本発明の効果が得られたとしても
、特許請求の範囲の要件を具備する限り、本発明の技術的範囲に含まれると解釈すべきで
ある。
【００３４】
　本発明の要件を満たしている限り、本発明のバイポーラ電池１１に用いられるシール層
３５の材質等の具体的形態は特に制限されない。しかし、集電体１３との接着性、および
シール層３５同士の接着性に優れ、さらに製造が容易である点で、シール層３５の材質は
樹脂であることが好ましい。前記樹脂は、特に制限されないが、例えば熱加圧によりシー
ル層３５が形成される場合には、融点等を考慮して適宜選択されうる。前記樹脂としては
、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリテロラフルオロエチレン、シリコーン、
ウレタン、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド等が例示される。なお、シール層３５
の材質は、各シール層３５間で異なっていてもよく、同一であってもよい。
【００３５】
　また、ある１つのシール層３５中に、複数の材質が用いられてもよい。例えば、あるシ
ール層３５が、異なる材質の複数の層からなっていてもよい。さらに、前記シール層３５
に用いられる材質の融点についても、特に制限されない。ここで好ましくは、図９に示す
ように、シール層３５は、集電体１３側に位置するように設けられた第１の樹脂３６と、
前記第１の樹脂により挟持され、前記第１の樹脂３６より融点の高い第２の樹脂３７とか
らなる。
【００３６】
　例えば、シール層３５が単一の樹脂からなる場合、熱加圧によってシール層３５を溶融
させ、集電体１３または隣接するシール層３５と接着させる方法を用いてバイポーラ電池
１１を製造すると、場合によっては、シール層３５の樹脂全体が溶融し、さらに加圧プレ
スされることによって、隣接する集電体１３同士が接触し、短絡が起こる危険性がないと
は言えない。これに対し、図９に示す形態によれば、より融点の高い樹脂（第２の樹脂３
７）がシール層３５の内側に存在することで、上記のような隣接する集電体１３間の短絡
の危険性が低下しうる。
【００３７】
　シール層３５が第１の樹脂３６および第２の樹脂３７からなる図９に示す形態において
、前記第１の樹脂３６の融点は、図１０に示すように、単電池（セル）２１の積層中心２
３’から外側に向かうに従って上昇することが好ましい。かかる形態によれば、各シール
層３５を形成する第１の樹脂３６において、積層中心２３’に近い低融点の層は、より低
温で溶融しうる。したがって、例えば熱加圧によりシール層３５のシーリングが行われる
際に、積層中心２３’まで到達する熱が外側と比較して少ない場合であっても、積層中心
２３’付近のシール層３５中の第１の樹脂３６が溶融することで、隣接するシール層３５
の第１の樹脂３６同士が充分に接着しうる。その結果、バイポーラ電池１１におけるシー
ル層３５のシール性能が向上し、電極間の短絡（液絡）の危険性が低下しうる。なお、図
１０は、図９に示す形態のバイポーラ電池を構成する単電池（セル）の好ましい形態であ
って、後述する実施例において採用される一実施形態を示す拡大概略断面図である。本発
明において、第１の樹脂３６および第２の樹脂３７の融点等の具体的形態が図１０に示さ
れる形態のみに制限されないことは勿論である。
【００３８】
　以上より、本発明のバイポーラ電池の最も好ましい形態の１つは、図１１に示すような
形態が例示される。図１１に示す形態において、シール層３５は集電体１３の外部へ突出
し、さらに隣接する前記シール層３５が互いに接着している。また、前記シール層の前記
集電体の外部へ突出した部分の幅は、前記単電池の積層中心から外側に向かうに従って減
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少している。さらに、前記シール層は、前記集電体側に位置するように設けられた第１の
樹脂と、前記第１の樹脂により挟持され、前記第１の樹脂より融点の高い第２の樹脂とか
らなっており、前記第１の樹脂の融点は、前記単電池の積層中心から外側に向かうに従っ
て上昇している。
【００３９】
　以下、本発明のバイポーラ電池に用いられる電解質層１９、正極層１５、負極層１７、
集電体１３およびタブ２９，３１の好ましい一実施形態について順に説明する。
【００４０】
　まず、電解質層１９について説明する。
【００４１】
　バイポーラ電極を積層して積層体を形成するための電解質層に用いられる電解質として
は、一般に、液体電解質または高分子電解質が挙げられる。前記高分子電解質には、全固
体高分子電解質および高分子ゲル電解質が含まれる。ここで本発明は、電解質層において
用いられる電解液の漏れ出しによる短絡（液絡）を防止するためのシール層に特徴を有す
る。このため、本発明においては、電解質として、高分子ゲル電解質または液体電解質が
用いられる。なかでも、電解液が漏れ出す危険性がより低下し、バイポーラ電池の安全性
が向上しうる点で、高分子ゲル電解質がより好ましく用いられる。すなわち、本発明のバ
イポーラ電池は、ゲルポリマー電池であることが好ましい。
【００４２】
　ここで一般に、高分子電解質は、イオン導伝性を有する高分子から構成される。特に、
優れた機械的強度を発現させることが可能である点で、高分子電解質形成用の重合性ポリ
マーを熱重合、紫外線重合、放射線重合、電子線重合により架橋構造を形成することによ
り作製されるものが好適に用いられる。
【００４３】
　高分子ゲル電解質とは、一般に、イオン導伝性を有する全固体高分子電解質に、電解液
を保持させたものをいう。なお、本願では、リチウムイオン導伝性を有しない高分子の骨
格中に、同様の電解液を保持させたものも、前記高分子ゲル電解質に含まれるものとする
。以下、前記リチウムイオン導伝性を有する全固体高分子電解質および前記リチウムイオ
ン導伝性を有しない高分子を総称して、「ホストポリマー」とも称する。
【００４４】
　高分子ゲル電解質に含まれる電解液（電解質塩および可塑剤）は、通常のバイポーラ電
池で用いられるものであればよい。具体的には、特に制限されないが、例えば、ＬｉＢＯ
Ｂ（リチウムビスオキサイドボレート）、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣｌＯ４、Ｌｉ
ＡｓＦ６、ＬｉＴａＦ６、ＬｉＡｌＣｌ４、Ｌｉ２Ｂ１０Ｃｌ１０等の無機酸陰イオン塩
、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、Ｌｉ（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ、Ｌｉ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２Ｎ等の有機
酸陰イオン塩の中から選ばれる、少なくとも１種類のリチウム塩（電解質塩）を含み、プ
ロピレンカーボネート（ＰＣ）、エチレンカーボネート（ＥＣ）等の環状カーボネート類
；ジメチルカーボネート、メチルエチルカーボネート、ジエチルカーボネート等の鎖状カ
ーボネート類；テトラヒドロフラン、２－メチルテトラヒドロフラン、１，４－ジオキサ
ン、１，２－ジメトキシエタン、１，２－ジブトキシエタン等のエーテル類；γ－ブチロ
ラクトン等のラクトン類；アセトニトリル等のニトリル類；プロピオン酸メチル等のエス
テル類；ジメチルホルムアミド等のアミド類；酢酸メチル、蟻酸メチルの中から選ばれる
１種または２種以上を混合した、非プロトン性溶媒等の有機溶媒（可塑剤）等が挙げられ
る。
【００４５】
　高分子ゲル電解質に用いられるリチウムイオン導伝性を有しない高分子は、特に制限さ
れない。例えば、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリビニルクロライド（ＰＶＣ）
、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）等が例示さ
れる。なお、ＰＡＮおよびＰＭＭＡ等は、イオン導伝性をほとんど有しないがわずかに有
する部類に入るため、上記イオン伝導性を有する高分子としても分類されうるが、ここで
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は高分子ゲル電解質に用いられるリチウムイオン導伝性を有しない高分子として例示した
。
【００４６】
　高分子ゲル電解質中のホストポリマーと電解液との含有量の比（質量比）は、使用目的
等に応じて適宜決定されうるが、通常、２：９８～９０：１０の範囲である。
【００４７】
　高分子電解質は、当該電解質層のほか、正極層、および負極層にも含まれうる。この際
、同一の高分子電解質が含まれてもよく、それぞれ異なる高分子電解質が含まれてもよい
。しかし、電解質層に高分子ゲル電解質を用いた場合、正極層および負極層にも高分子ゲ
ル電解質を用いて、ゲルポリマー電池とすることが好ましい。
【００４８】
　また、電解質層が高分子ゲル電解質からなる場合、前記電解質層は、高分子ゲル原料溶
液を不織布などのセパレータに含浸させた後、上記の種々の方法を用いて重合することに
より形成されたものであってもよい。セパレータを用いることにより、電解液の充填量を
高めることができるとともに、電池内部の熱伝導性が確保される。
【００４９】
　上記電解質層の厚さは、特に限定されないが、好ましくは５～２５μｍ程度である。電
解質層の厚さの下限値は、コンパクトなバイポーラ電池を得る上で、電解質層としての機
能が確保できる範囲で極力薄くしうる値である。なお、ここでいう電解質層の厚さは、正
極と負極との間に設けられる電解質層の厚さをいう。したがって、当該電解質層の形成方
法によっては、厚さの同じまたは異なる複数のポリマー電解質膜を貼り合せるなどして形
成されることもありうるが、こうした場合でも上記に規定する電解質層の厚さは、これら
複数のポリマー電解質膜を貼り合せるなどして形成される電解質層の厚さである。
【００５０】
　ところで、現在好ましく使用される重合性ポリマーは、ＰＥＯ、ＰＰＯのようなポリエ
ーテル系高分子である。このため、高温条件下における正極側での耐酸化性が弱い。従っ
て、溶液系のバイポーラ電池で一般に使用される、酸化還元電位の高い正極剤を使用する
場合には、負極の容量が、電解質層を介して対向する正極の容量より少ないことが好まし
い。負極の容量が対向する正極の容量より少ないと、充電末期に正極電位が上がり過ぎる
ことを防止できる。なお、正極および負極の容量は、正極および負極を製造する際の理論
容量として、製造条件から求めることができる。完成品の容量を測定装置で直接測定して
もよい。ただし、負極の容量が対向する正極の容量と比べて少ないと、負極電位が下がり
すぎて電池の耐久性が損なわれる虞があるので充放電電圧に注意する必要がある。例えば
、一つの単電池（セル）の平均充電電圧を使用する正極活物質の酸化還元電位に対して適
切な値に設定して、耐久性が低下しないように注意する。
【００５１】
　上述したように、本発明において電解質層に用いられる電解質は、液体電解質であって
もよい。前記液体電解質としては、上記で高分子ゲル電解質に含まれる電解液（電解質塩
および可塑剤）として説明したものが好ましく用いられうるため、ここでは説明を省略す
る。
【００５２】
　次に、正極層１５について説明する。
【００５３】
　正極層は、正極活物質を含有する。また、必要に応じて、導電助剤、バインダ、リチウ
ム塩、電解質等のその他の成分をも含有しうる。
【００５４】
　正極活物質としては、遷移金属とリチウムとの複合酸化物であるリチウム－遷移金属複
合酸化物が好適に用いられうる。正極活物質として、具体的には、ＬｉＣｏＯ２などのＬ
ｉ・Ｃｏ系複合酸化物、ＬｉＮｉＯ２などのＬｉ・Ｎｉ系複合酸化物、スピネルＬｉＭｎ

２Ｏ４などのＬｉ・Ｍｎ系複合酸化物、ＬｉＦｅＯ２などのＬｉ・Ｆｅ系複合酸化物およ
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びこれらの遷移金属の一部を他の元素により置換したもの等が挙げられる。これらリチウ
ム－遷移金属複合酸化物は、反応性、サイクル耐久性に優れる材料であり、低コストであ
る。したがって、これらの材料を電極に用いることにより、出力特性に優れた電池を形成
しうる。この他の正極活物質としては、ＬｉＦｅＰＯ４などの遷移金属とリチウムのリン
酸化合物や硫酸化合物；Ｖ２Ｏ５、ＭｎＯ２、ＴｉＳ２、ＭｏＳ２、ＭｏＯ３などの遷移
金属酸化物や硫化物；ＰｂＯ２、ＡｇＯ、ＮｉＯＯＨなどが挙げられる。
【００５５】
　正極層における正極活物質の粒径は、特に限定されない。電極抵抗を低減する観点から
、前記粒径は、好ましくは数μｍ～３００μｍ、より好ましくは５～１００μｍである。
また、正極活物質の使用量は、正極層における正極材料の全量に対して、好ましくは８０
～９５質量％程度である。
【００５６】
　導電助剤としては、特に制限されないが、アセチレンブラック、カーボンブラック、お
よびグラファイト等が挙げられる。導電助剤の使用量は、正極層における正極活物質の全
量に対して、好ましくは３～１５質量％程度である。
【００５７】
　バインダとしては、特に制限されないが、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ヘキサ
フルオロプロピレン（ＨＦＰ）、ＳＢＲ、およびポリイミド等が挙げられる。バインダの
使用量は、正極層における正極活物質の全量に対して、好ましくは１～１０質量％程度で
ある。
【００５８】
　リチウム塩としては、特に制限されないが、正極活物質に対して安定であって、リチウ
ムイオンが正極活物質と電極反応を行うために移動し得る非水系物質であればよい。例え
ば、ＬｉＢＥＴＩ（リチウムビス（パーフルオロエチレンスルホニルイミド）；Ｌｉ（Ｃ

２Ｆ５ＳＯ２）２Ｎ）、ＬｉＢＦ４、ＬｉＰＦ６、ＬｉＮ（ＳＯ２ＣＦ３）２、ＬｉＮ（
ＳＯ２Ｃ２Ｆ５）２、ＬｉＢＯＢ（リチウムビスオキサイドボレート）またはこれらの混
合物等が挙げられる。
【００５９】
　電解質層に高分子電解質が用いられる場合には、正極層も高分子電解質を含有すること
が望ましい。正極層における正極活物質間の空隙に高分子電解質を充填することによって
、正極層におけるイオン伝導がスムーズになり、その結果、バイポーラ電池全体としての
出力密度および安全性が向上しうる。
【００６０】
　正極層における高分子電解質の配合量は、少なすぎると電極層内でのイオン伝導抵抗や
イオン拡散抵抗が大きくなり電池性能が低下してしまう。一方、正極層における高分子電
解質の配合量が多すぎると、電池のエネルギー密度が低下してしまう。従って、これらの
要因を考慮して、目的に合致した高分子電解質量が決定されうる。なお、本発明によれば
、シール層の存在により、正極層の外周部からの電解液の漏れ出しについても効果的に抑
制されうる。
【００６１】
　正極層は、電池容量を向上させるには厚い方が望ましく、高レート充放電に特化させる
には薄い方が望ましい。かような観点から、正極層の厚さは、２０～２００μｍ、好まし
くは３０～１５０μｍとするのがよい。
【００６２】
　次に、負極層１７について説明する。
【００６３】
　負極層は、負極活物質を含有する。また、必要に応じて、導電助剤、バインダ、リチウ
ム塩、電解質等のその他の成分をも含有しうる。
【００６４】
　負極活物質以外の成分としては、基本的に上述の正極層と同様であるため、ここではそ
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の説明を省略する。
【００６５】
　負極活物質としては、各種の天然黒鉛や人造黒鉛、例えば繊維状黒鉛、鱗片状黒鉛、球
状黒鉛などの黒鉛類、および各種のリチウム合金類が好適に用いられる。具体的には、カ
ーボン、グラファイト、金属酸化物、リチウム－金属複合酸化物等が用いられうる。好ま
しくは、カーボンまたはリチウム－遷移金属複合酸化物が用いられる。これらは、反応性
、サイクル耐久性に優れる材料であり、低コストである。そのため、これらの材料を電極
に用いることにより、出力特性に優れた電池が形成されうる。なお、リチウム－遷移金属
複合酸化物としては、例えば、Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２などのリチウム－チタン複合酸化物等
が挙げられる。また、カーボンとしては、例えば、黒鉛（グラファイト）、ハードカーボ
ン、ソフトカーボン等が挙げられる。負極活物質の使用量は、負極層における負極材料の
全量に対して、好ましくは８０～９６質量％程度である。
【００６６】
　また、負極層に含まれる電解質は、被膜形成材を含有しうる。これにより、電池サイク
ルに伴う容量低下が抑制されうる。被膜形成材としては、特に限定されないが、例えば、
特開２０００－１２３８８０号公報に記載の被膜形成材等の従来公知のものが挙げられる
。
【００６７】
　負極層の厚さは、正極層と同様に、２０～２００μｍ、好ましくは３０～１５０μｍと
するのがよい。
【００６８】
　次に、集電体１３について説明する。
【００６９】
　集電体は、特に限定されず、従来のバイポーラ電池に用いられている集電体が用いられ
うる。集電体としては、例えば、アルミニウム箔、ステンレス（ＳＵＳ）箔、チタン箔、
ニッケルおよびアルミニウムのクラッド材、銅およびアルミニウムのクラッド材、ＳＵＳ
およびアルミニウムのクラッド材、またはこれらの金属の組み合わせのめっき材等が好ま
しく用いられうる。また、金属表面にアルミニウムを被覆させた集電体、特開２０００－
１００４７１号公報に記載の複合集電体等も本発明の集電体として用いられうる。
【００７０】
　単電池（セル）に用いられる集電体の厚さは、通常と同様でよく、１～１００μｍ程度
である。また、集電体の長さおよび幅、集電体の形状等は、使用目的に応じて適宜決定さ
れうる。
【００７１】
　本発明のバイポーラ電池は、上述した電解質層１９、正極層１５、負極層１７および集
電体１３を用いて、一枚の集電体１３の片面に正極層１５を設け、前記集電体１３の他方
の面に負極層１７を設けてバイポーラ電極とし、これが電解質層１９を介して複数積層さ
れてなる積層体２３を含む。かかる積層体２３中には、正極層／電解質層／負極層がこの
順に積層されてなる単電池（セル）２１が形成される。本発明のバイポーラ電池は、隣接
するシール層が互いに接着している点に特徴を有している。このため、積層体２３中に形
成される単電池（セル）の数は少なくとも２以上であり、電池の使用用途に合わせて積層
数を変化させることが好ましく、例えば、自動車に搭載される場合には２００Ｖ以上の電
圧が必要とされるため、４．２Ｖの単電池（セル）を５０～１００層以上積層すればよい
。また、１２Ｖや４２Ｖの電圧を有する積層体を一つの単位とし、それらを組み合わせて
使用してもよい。なお、正極用最外層集電体２５には正極層１５のみを有する電極が接続
され、負極用最外層集電体２７には負極層１７のみを有する電極が接続されている。
【００７２】
　最外層集電体として、具体的には、単電池（セル）２１において用いられる集電体１３
と同じものが挙げられるため、ここではその説明を省略する。
【００７３】
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　次に、本発明のバイポーラ電池は、各単電池（セル）２１の周囲に設けられたシール層
３５を有する。本発明において、前記シール層３５は、バイポーラ電池の平面図において
集電体の外部へ突出しており、さらに隣接するシール層同士は互いに接着している。その
他シール層３５の好ましい形態については上述したため、ここでは説明を省略する。
【００７４】
　次に、タブについて説明する。
【００７５】
　バイポーラ電池においては、電流を取り出す目的で、タブ２９，３１が最外層集電体２
５，２７に接合される。タブ２９，３１の材質は、特に制限されず、従来バイポーラ電池
に用いられている公知の材質が用いられうる。例えば、アルミニウム、銅、チタン、ニッ
ケル、ステンレス鋼（ＳＵＳ）、これらの合金等が例示される。なかでも、耐食性、作り
易さ、経済性などの観点から、アルミニウム、銅が好ましく用いられうる。また、正極用
タブ２９と負極用タブ３１とでは、同一の材質が用いられてもよいし、異なる材質が用い
られてもよい。タブ２９，３１の厚さは、１～１０００μｍ、好ましくは１０～５００μ
ｍ程度である。
【００７６】
　最外層集電体２５，２７に接合されたタブ２９，３１は、耐熱絶縁性の熱収縮チューブ
等の絶縁材により被覆されることが好ましい。これによれば、タブが周辺機器や配線等に
接触して漏電することにより製品（例えば、自動車部品、特に電子機器等）に及ぼされる
悪影響が防止されうる。前記絶縁材の材質は特に制限されず、例えば、ポリプロピレン、
ポリエチレン、ポリエステル等が例示される。
【００７７】
　本発明のバイポーラ電池において、接合されたタブ２９，３１を介して電気を外部に取
り出す形態は特に制限されず、任意の形態が採用されうる。例えば、タブをそのまま延長
し、直接外部に取り出してもよい。また、接合されたタブ２９にリードを接続し、外部に
取り出してもよい。この際、前記リードは、上記で説明した絶縁材により被覆されている
ことが好ましい。
【００７８】
　リードが用いられる場合、用いられるリードは特に制限されず、従来用いられている公
知のリードが用いられうる。リードの材質としては、例えば、アルミニウム、銅、チタン
、ニッケル、ステンレス鋼（ＳＵＳ）、およびこれらの合金等が例示される。正極リード
および負極リードの材質は、同一であってもよく、異なっていてもよい。また、正極リー
ドおよび負極リードは、材質の異なるものを多層に積層したものであってもよい。
【００７９】
　本発明のバイポーラ電池においては、使用時の外部からの衝撃や環境劣化を防止するた
めに、電池本体である積層体２３は、好ましくは電池ケース等の電池外装材３７に収容さ
れる。前記電池外装材３７としては、特に制限されず従来公知の外装材が用いられうる。
なかでも、軽量化の観点から、アルミニウム、ステンレス、ニッケルもしくは銅等の金属
またはこれらの合金の両面をポリプロピレンフィルム等の絶縁体（好ましくは耐熱性の絶
縁体）で被覆した高分子－金属複合ラミネートフィルム（例えば、ポリプロピレン－アル
ミニウム複合ラミネートフィルム；単にアルミラミネートフィルムともいう）等が用いら
れうる。かかる電池外装材に前記積層体を収容するには、前記外装材の周辺部の一部また
は全部を熱融着にて接合することにより、前記積層体を密封状態で収容することが好まし
い。この際、タブは、前記熱融着により接合された部位に挟まれて前記外装材の外部に露
出される構造とすればよい。自動車の熱源から効率よく熱を伝え、電池内部を迅速に電池
動作温度まで加熱しうる点で、熱伝導性に優れた高分子－金属複合ラミネートフィルム等
が特に好ましく用いられうる。
【００８０】
　さらに、本発明のバイポーラ電池は、複数個連結されて組電池を形成しうる。すなわち
、本発明の第２は、本発明のバイポーラ電池が、並列接続、直列接続、並列－直列接続ま
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たは直列－並列接続により、複数個接続されてなる、組電池を提供する。これにより、種
々の車両用ごとの容量および電圧の要望に対して、基本のバイポーラ電池を様々に組み合
わせることで対応することが可能となる。その結果、必要なエネルギーおよび出力を設計
することが容易になる。そのため種々の車両用ごとに異なるバイポーラ電池を設計、生産
する必要がなく、基本となるバイポーラ電池の大量生産が可能となり、量産化によるコス
ト削減が可能となる。
【００８１】
　また、本発明の組電池は、本発明のバイポーラ電池と、前記バイポーラ電池と正負極電
極材料が同一であって、前記バイポーラ電池の構成単位数直列接続されることにより電圧
が同一とされた電池（好ましくはバイポーラ型でないリチウムイオン二次電池（本明細書
中、「一般リチウムイオン二次電池」とも称する））と、を並列に接続したものであって
もよい。すなわち、本発明の組電池を形成する電池には、本発明のバイポーラ電池と一般
リチウムイオン二次電池等とが混在していても良い。これにより、出力重視のバイポーラ
電池と、エネルギー重視の一般リチウムイオン二次電池との組み合わせで、お互いの弱点
を補う組電池が形成され、組電池の軽量化およびコンパクト化が図られる。それぞれのバ
イポーラ電池と一般リチウムイオン二次電池とをどの程度の割合で混在させるかは、組電
池として要求される安全性能、出力性能に応じて適宜決定されうる。以下、かかる形態に
つき、図面を用いて詳細に説明する。
【００８２】
　図１２にバイポーラ電池Ａ（４２Ｖ、５０ｍＡｈ）と一般リチウムイオン二次電池Ｂ（
４．２Ｖ、１Ａｈ）１０直（４２Ｖ）とを並列に連結した組電池を示す。一般リチウムイ
オン二次電池Ｂとバイポーラ電池Ａは電圧が等しくなり、その部分で並列接続を形成して
いる。この組電池５０は、出力の分担をバイポーラ電池Ａが有し、エネルギーの分担を一
般リチウムイオン二次電池Ｂが有する構造である。これは、出力とエネルギーを両立する
ことが困難な組電池において、非常に有効な手段である。この組電池５０でも、並列部分
および図の横方向に隣り合う一般リチウムイオン二次電池Ｂ間を直列接続する部分のタブ
は銅のバスバー５６で接続し、図の縦方向に隣り合う一般電池Ｂ間を直列接続する部分は
タブ２９，３１同士を振動溶着して接続した。一般リチウムイオン二次電池Ｂとバイポー
ラ電池Ａを並列接続している部分の端部を端子４４、４６に接続して、正負の端子を構成
している。バイポーラ電池Ａの両側には、バイポーラ電池Ａの各層の電圧を検知する検知
タブ４８を取り出し、それらの検知線（図示せず）を組電池５０の前部に取り出している
。詳しくは、図１２に示す組電池５０を形成するには、一般リチウムイオン二次電池Ｂ１
０枚を端から順番にバスバー５６に振動溶着させて直列に接続する。さらに、バイポーラ
電池Ａと直列接続された両端の一般リチウムイオン二次電池Ｂとをそれぞれバスバー５６
で並列に接続して金属製の組電池ケース５５に収納する。このように、バイポーラ電池Ａ
を任意の個数直並列に接続することによって、所望の電流、電圧および容量に対応しうる
組電池５０が提供される。前記組電池５０にも、正極端子４４、負極端子４６が金属製の
組電池ケース５５の側面前部に形成されており、電池Ａ、Ｂを直並列に接続後、例えば、
各バスバー５６と各正極端子４４、負極端子４６とが端子リード５９で接続されている。
また、前記組電池５０には、電池電圧（バイポーラ電池Ａの各単電池層、さらにはバイポ
ーラ電池Ａおよび一般リチウムイオン二次電池Ｂの端子間電圧）を監視するために検知タ
ブ端子５４が金属製の組電池ケース５５の正極端子４４および負極端子４６が設けられて
いる側面前部に設置されている。そして、各バイポーラ電池Ａ（さらには一般リチウムイ
オン二次電池Ｂ）の検知タブ４８が全て検知線（図示せず）を介して検知タブ端子５４に
接続されている。また、組電池ケース５５の低部には、外部弾性体５２が取り付けられて
おり、組電池５０を複数積層して複合組電池を形成するような場合に、組電池５０間の距
離を保ち、防振性、耐衝撃性、絶縁性、放熱性などを向上させうる。
【００８３】
　また本発明においては、さらに上記のバイポーラ電池を直並列接続して第１組電池ユニ
ットを形成するとともに、この第１組電池ユニットの端子間電圧と電圧を同一にするバイ
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ポーラ電池以外の二次電池が直並列接続されてなる第２組電池ユニットを形成し、この第
１組電池ユニットと第２組電池ユニットを並列接続することによって組電池としてもよい
。
【００８４】
　さらに、上記の組電池を少なくとも２以上直列、並列、または直列と並列の複合接続す
ることで、複合組電池を形成してもよい。これにより、新たに組電池を作製することなく
、使用目的ごとの電池容量や出力に対する要求に比較的安価に対応することが可能となる
。また、組電池が複数直並列接続されてなる複合組電池は、一部の電池、組電池が故障し
ても、その故障部分を交換するのみで修理が完了しうる。
【００８５】
　なお、本発明の組電池および複合組電池のその他の構成および製造方法等の具体的形態
は、何ら制限されず、従来公知の一般リチウムイオン二次電池を用いた組電池および複合
組電池の構成および製造方法等と同様の形態が適宜適用されうる。例えば、特開２００３
－３０３５８３号公報に記載されているような、従来公知の組電池および複合組電池の構
成および製造方法が利用されうる。
【００８６】
　上記のバイポーラ電池、組電池、複合組電池は、例えば、電気自動車（ＥＶ）、シリー
ズまたはパラレルハイブリッド電気自動車（ＨＥＶ）、燃料電池自動車、ハイブリッド燃
料電池自動車等に搭載され、高エネルギー密度、高出力密度が求められる車両駆動用電源
や補助電源として好適に利用されうる。すなわち、本発明の第３は、本発明のバイポーラ
電池、組電池、および／または複合組電池を搭載した車両である。前記バイポーラ電池、
組電池、複合組電池のうち少なくとも１つが車両に搭載される場合には、特に制限されな
いが、車両中央部の座席下、車両の床下、トランクルーム、エンジンルーム、屋根、ボン
ネットフード内等に設置されうる。
【００８７】
　本願は、本発明のバイポーラ電池の好ましい製造方法をも提供する。本発明の製造方法
は、シール層のシーリングを熱加圧によってまとめて行う点に特徴を有する。詳細には、
シール層と集電体との接着、および隣接するシール層同士の接着を、熱加圧の手段を用い
て一度にまとめて行う。これにより、バイポーラ電池を製造する際の作業時間が著しく短
縮されうる。
【００８８】
　すなわち、本発明の第４は、集電体、正極層、電解質層および負極層を、前記電解質層
が前記正極層および前記負極層により挟持されてなる単電池が２以上形成され、前記単電
池が２つの集電体により挟持されるように積層する工程（１）と、前記単電池の周囲を取
り囲むシール層を、隣接する前記集電体の間に、バイポーラ電池の平面図において前記集
電体の外部へ突出するように配置する工程（２）と、前記シール層の両側に位置する集電
体と前記シール層とを、および、隣接するシール層同士を、熱加圧により互いに接着させ
る工程（３）と、を有する、バイポーラ電池の製造方法である。
【００８９】
　以下、本発明の製造方法の各工程の好ましい実施形態について説明するが、本発明の技
術的範囲は下記の形態のみには制限されない。
【００９０】
　まず、工程（１）について説明する。
【００９１】
　工程（１）においては、集電体、正極層、電解質層および負極層を積層する。これらの
積層の際には、図２に示すように、電解質層１９が正極層１５および負極層１７により挟
持されてなる単電池２１を有する積層体２３が形成される。また、前記積層体２３に含ま
れる単電池２１は、２つの集電体１３により挟持される。以下、この工程（１）について
、より詳細に説明する。なお、電解質層１９に含まれる電解質としては高分子ゲル電解質
を例に挙げて説明する。しかし、本発明の技術的範囲は下記の形態のみには制限されず、
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上記の本発明の第１のバイポーラ電池の構成の欄において説明した他の形態も同様に用い
られうる。
【００９２】
　正極層／電解質層／負極層がこの順に積層してなる単電池（セル）を形成する形態とし
ては、例えば、一の集電体の一面に正極層を有し、他方の面に負極層を有するバイポーラ
電極と、電解質層とを順次積層する形態が挙げられる。以下、この形態を例に挙げて説明
するが、この形態のみには制限されない。例えば、正極層／電解質層／負極層がこの順に
積層してなる単電池（セル）を予め形成しておき、前記単電池（セル）と集電体とを順次
積層する形態もまた採用されうる。
【００９３】
　集電体の一面に正極層を形成する段階においては、例えば、正極用組成物を調製し、そ
の後に、集電体の一面上に前記正極用組成物を塗布し、乾燥および重合させることによっ
て、正極層が形成されうる。以下、より詳細に説明する。なお、この工程（１）において
用いられる集電体、正極層、および負極層の具体的形態は特に制限されず、本発明の第１
において好ましい形態として説明した形態が例示される。このため、ここでは説明を省略
する。
【００９４】
　＜正極用組成物の調製＞
　正極用組成物は通常はスラリー（正極用スラリー）として得られ、集電体（正極用最外
層集電体を含む）の一方の面に塗布される。
【００９５】
　正極用スラリーは、正極活物質を含む溶液である。また、正極用スラリーは、正極活物
質および溶媒の他にも、必要であれば、導電助剤、バインダ、重合開始剤、高分子ゲル電
解質の高分子原料（ホストポリマー）、およびリチウム塩等を含んでもよい。正極用スラ
リーは、例えば、正極活物質を含む溶媒中に、バインダ、導電助剤を添加し、ホモミキサ
ー等で攪拌することによって調製されうる。
【００９６】
　正極活物質、導電助剤、バインダ、高分子ゲル電解質の高分子原料（ホストポリマー）
、およびリチウム塩に関しては、基本的に本発明のバイポーラ電池の構成要件である正極
層の項で説明した内容と同様の形態が用いられうるため、ここでは説明を省略する。
【００９７】
　溶媒としては、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、ｎ－ピロリドン等のスラリー
粘度調整用溶媒が挙げられ、正極用スラリーの種類に応じて適宜選択されうる。
【００９８】
　正極活物質、リチウム塩、導電助剤等の添加量は、得られるバイポーラ電池が所定の関
係を満たすように適宜決定されうる。
【００９９】
　＜正極層の形成＞
　上記で調製された正極用スラリーを集電体上に塗布した後、乾燥させて、含まれる溶媒
を除去する。
【０１００】
　正極用スラリーを集電体上に塗布するには、例えば、得られる正極層の厚さが２０～２
００μｍとなるように、コーター、スクリーン印刷法等の従来公知の方法が用いられうる
。
【０１０１】
　集電体上に塗布された正極用スラリーを乾燥させるには、真空乾燥機等の従来公知の装
置が用いられうる。この際の乾燥条件は、塗布された正極用スラリーの性質に応じて適宜
決定されうる。
【０１０２】
　形成された正極層は、表面の平滑性および厚さの均一性を向上させるためにプレス操作
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によりプレスされることが好ましい。プレス操作は冷間でプレスロールする方法または熱
間でプレスロールする方法のいずれの方法であってもよい。熱間でプレスロールする場合
は、電解質支持塩や重合性ポリマーが分解する温度以下で行うことが望ましい。プレス圧
力は線圧で２００～１０００ｋｇ／ｃｍで行うことが望ましい。
【０１０３】
　次に、集電体の正極層が作製された面の他方の面に負極層を形成する。この際には、例
えば、上記で説明した正極層の形成と同様に、負極用組成物を調製した後に、前記負極用
組成物を集電体上に塗布し、乾燥させることによって、負極層が形成されうる。以下、よ
り詳細に説明する。
【０１０４】
　＜負極用組成物の調製＞
　負極用組成物は通常はスラリー（負極用スラリー）として得られ、集電体（負極集電体
を含む）の正極層が作製された面とは反対の面に塗布される。
【０１０５】
　負極用スラリーは、負極活物質を含む溶液である。また、負極用スラリーは、負極活物
質および溶媒の他にも、必要であれば、導電助剤、バインダ、重合開始剤、高分子ゲル電
解質の高分子原料（ホストポリマー）、およびリチウム塩等を含んでもよい。使用される
原料や添加量については、「正極用組成物の調製」において説明したものと同様の形態が
用いられるため、ここでは説明を省略する。
【０１０６】
　＜負極層の形成＞
　上記で調製された負極用スラリーを集電体に塗布した後、乾燥させて、含まれる溶媒を
除去する。塗布方法、乾燥条件等については、「正極層の作製」において説明したものと
同様の形態が用いられるため、ここでの説明は省略する。
【０１０７】
　また、上記「正極層の作製」において説明したプレス操作は、例えば、集電体の片面に
正極層を形成し、他面に負極層を形成した後に、正極層および負極層をまとめて行っても
よい。また、集電体の片面に正極層を形成した後にプレス操作してもよいし、集電体の片
面に負極層を形成した後にプレス操作してもよいなど、プレス操作の対象や時期等の形態
は、必要に応じて適宜選択されうる。また、プレス条件については、正極層または負極層
の場合でも、正極層および負極層をまとめて行う場合であっても、上記「正極層の作製」
の項で説明した範囲内において適宜選択されうる。
【０１０８】
　＜電解質層を介した複数のバイポーラ電極の積層＞
　続いて、上記で作製されたバイポーラ電極を所望のサイズに切り出し、セパレータを介
して複数積層させて、単電池（セル）を形成させる。その後、これにゲル原料溶液を含浸
させ、重合させて、バイポーラ電池を作製する。なお、本発明の製造方法により製造され
るバイポーラ電池は、本発明の第１においても説明したように、隣接するシール層が互い
に接着している点に特徴を有している。従って、本発明の製造方法の工程（１）において
も、単電池（セル）の数が少なくとも２以上となるようにバイポーラ電極および電解質層
が積層される。なお、この工程（１）において用いられる電解質層の具体的な好ましい形
態は特に制限されず、本発明の第１において好ましい形態として説明した形態が例示され
る。
【０１０９】
　電解質層に用いられるセパレータとしては、厚みが５～２５μｍ程度の微孔性ポリエチ
レンフィルム、微孔性ポリプロピレンフィルム、微孔性エチレン－プロピレン－コポリマ
ーフィルムなど一般的に用いられているものが挙げられる。バイポーラ電極の積層数は、
バイポーラ電池に求める電池特性を考慮することにより、適宜決定されうる。
【０１１０】
　積層体に含浸させるゲル原料溶液は、高分子ゲル電解質の原料高分子（ホストポリマー
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）、リチウム塩、重合開始剤等を溶媒に溶解させて調製した溶液である。ホストポリマー
、リチウム塩等は、本発明のバイポーラ電池の正極層の説明において説明したものと同様
の形態が用いられるため、ここではその説明を省略する。
【０１１１】
　重合開始剤は、重合方法（熱重合法、紫外線重合法、放射線重合法、電子線重合法など
）や重合させる化合物に応じて適宜選択されうる。特に制限されないが、例えば、紫外線
重合開始剤としてベンジルジメチルケタール、熱重合開始剤としてアゾビスイソブチロニ
トリル等が挙げられる。また、溶媒としては、特に制限されないが、例えば、Ｎ－メチル
－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、およびｎ－ピロリドンなどのスラリー粘度調整用溶媒等が
挙げられる。重合開始剤の添加量は、ホストポリマーに含まれる架橋性官能基の数に応じ
て適宜決定されうる。通常は、上記ホストポリマーに対して０．０１～１質量％程度であ
る。
【０１１２】
　ゲル原料溶液の含浸は、例えば、バイポーラ電極をセパレータを介して複数積層し、積
層体を作製した後に、作製された積層体をゲル溶液に浸漬することにより、またはゲル原
料溶液を注入することにより行われうる。ゲル原料溶液は、まだゲル状になっていないた
め、電極およびセパレータに浸透しうる。また、前記含浸には、アプリケーターやコータ
ー等を用いることで微量の供給も可能である。
【０１１３】
　その後、ゲル原料溶液を含浸させた積層体に含まれるホストポリマーを、熱、紫外線、
放射線、電子線等により重合（架橋）させる。なかでも、簡便かつ確実に重合を行うこと
ができる点で、好ましくは熱重合が行われうる。乾燥および熱重合の際には、真空乾燥機
等の従来公知の装置が用いられうる。乾燥および熱重合の条件はゲル原料溶液の性質に応
じて適宜決定されうる。得られる電解質層の幅は、単電池（セル）の集電体の電極形成部
サイズよりも若干小さくすることが一般的であるが、特に制限されない。
【０１１４】
　なお、積層体の作製は、電池内部に水分等が混入するのを防止する観点から、アルゴン
、窒素等の不活性雰囲気下で行うことが好ましい。
【０１１５】
　次に、工程（２）について説明する。
【０１１６】
　工程（２）においては、シール層を、前記工程（１）において形成された単電池（セル
）の周囲を取り囲むように、かつ、バイポーラ電池の平面図において前記集電体の外部へ
突出するように、隣接するバイポーラ電極の集電体の間に配置する。以下、この工程（２
）について、より詳細に説明する。
【０１１７】
　この工程（２）において配置されるシール層の具体的形態は特に制限されず、本発明の
第１において好ましい形態として説明した形態が例示される。このため、ここでは説明を
省略する。なお、「集電体の間に配置する」とは、隣接するバイポーラ電極の集電体によ
って挟まれるようにシール層が配置されることを意味する。この際シール層は、両側に位
置する集電体と接着していない。前記シール層と前記集電体との接着は、後述する工程（
３）において行われる。
【０１１８】
　また、この工程（２）においてシール層を配置する具体的な方法も特には制限されない
。例えば、矩形状の単電池（セル）の周囲に配置される場合、帯状のシール層を前記矩形
の１辺毎に順に配置してもよく、例えば矩形状のシール層の内部をさらに矩形状に型抜き
し、この型抜き部に単電池（セル）を嵌め込むようにしてシール層を配置してもよい。
【０１１９】
　この工程（２）は、前記工程（１）の終了後に行われうる。しかし、必ずしも前記工程
（１）の終了後に行われる必要はなく、前記工程（１）と同時に行われてもよい。すなわ
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ち、前記工程（１）においてバイポーラ電極と電解質層とを積層して単電池（セル）を形
成する際、例えば電解質層を積層後に集電体の露出部分にシール層を配置し、次いで上層
のバイポーラ電極を積層してもよい。かかる方法によっても単電池（セル）が積層された
積層構造は得られる。
【０１２０】
　工程（２）において、シール層の配置は、手動の手段により行われてもよく、半自動ま
たは全自動の手段により行われてもよい。
【０１２１】
　続いて、工程（３）について説明する。
【０１２２】
　工程（３）においては、前記工程（２）において配置されたシール層の両側に位置する
集電体と前記シール層とを、および、隣接するシール層同士を、熱加圧により互いに接着
させる。本発明において、シール層は、この工程（３）において、熱加圧の手段により、
両側に位置する集電体と、および隣接するシール層と、初めて互いに接着する。このよう
に、シール層と集電体との接着、および隣接するシール層同士の接着を、熱加圧の手段を
用いて一度にまとめて行うことにより、バイポーラ電池を製造する際の作業時間が著しく
短縮されうる。以下、この工程（３）について、より詳細に説明する。
【０１２３】
　熱加圧に用いられる装置や操作条件等の具体的形態は、特に制限されず、シール層と集
電体とが互いに接着し、さらに隣接するシール層同士が互いに接着しうるのであればよい
。
【０１２４】
　熱加圧は、手動の手段により行われてもよく、半自動または全自動の手段により行われ
てもよい。例えば、市販のホットプレス機のような装置を用いることにより行われうる。
かかる形態としては、例えば、図１３および図１４に示す形態が例示される。図１３は、
この工程（３）において熱加圧を行う際の好ましい形態を示す平面図である。図１４は、
前記形態の断面図である。なお、図１３および図１４に示す形態において、ホットプレス
機６０は、積層体２３のうち、シール層３５を含む一部のみに接しているが、この形態に
制限されず、例えば積層体２３の全体がプレスされる形態等も採用されうる。
【０１２５】
　熱加圧の際の温度条件および圧力条件は、特に制限されないが、温度条件は、通常１０
０～２５０℃程度であり、圧力条件は、通常０．１～０．５ＭＰａ程度である。
【０１２６】
　本願は、さらに、本発明のバイポーラ電池の他の好ましい製造方法をも提供する。この
製造方法は、積層体を形成する際に、シール層の一面を集電体に予め接着させておく点に
特徴を有する。詳細には、予めシール層が接着した集電体を用いて積層体を形成し、さら
にシール層のシーリングを行う。これにより、全ての単電池（セル）についてより均一に
シールすることが可能となる。その結果、電解質層において用いられる電解液の漏れ出し
が抑制され、電極間の短絡（液絡）が効率よく防止されうる。
【０１２７】
　すなわち、本発明の第５は、集電体に、単電池の周囲を取り囲むシール層を、バイポー
ラ電池の平面図における前記集電体の外部へ突出するように接着させる工程（１）と、電
解質層が正極層および負極層により挟持されてなる単電池が２以上形成され、さらに前記
単電池が２つの集電体により挟持されるように、前記集電体、正極層、電解質層および負
極層が積層されてなる積層体を形成する工程（２）と、前記シール層の両側に位置する集
電体のうち前記シール層と接着していない集電体と前記シール層とを、および、隣接する
シール層同士を、熱加圧により互いに接着させる工程（３）と、を有する、バイポーラ電
池の製造方法である。
【０１２８】
　以下、本発明の製造方法の各工程の好ましい実施形態について説明するが、本発明の技
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術的範囲は下記の形態のみには制限されない。
【０１２９】
　まず、工程（１）について説明する。
【０１３０】
　工程（１）においては、集電体に、シール層を接着させる。この工程において、前記シ
ール層が接着する前記集電体の位置は、単電池（セル）の周囲を取り囲むような位置であ
って、バイポーラ電池の平面図において前記集電体の外部へ突出するような位置である。
ここで、「単電池（セル）の周囲を取り囲む」および「バイポーラ電池の平面図において
集電体の外部へ突出する」の意義については、本発明の第１のバイポーラ電池の説明にお
ける記載を参照することにより解釈されうる。以下、この工程（１）について、より詳細
に説明する。なお、本発明の技術的範囲は下記の形態のみには制限されず、上記の本発明
の第１のバイポーラ電池の構成の欄において説明した他の形態も同様に用いられうる。
【０１３１】
　この工程（１）において用いられる集電体およびシール層の具体的形態は特に制限され
ず、本発明の第１において好ましい形態として説明した形態が例示される。このため、こ
こでは説明を省略する。
【０１３２】
　工程（１）において、集電体にシール層を接着させる形態としては、例えば、図１５～
図１７に示す形態が例示される。図１５は、この工程（１）において集電体にシール層を
接着させる好ましい形態を示す平面図である。図１６は、前記形態の正面図である。図１
７は、図１５に示す形態の概略断面図である。なお、図１５～図１７に示す形態において
は、集電体の一方の面に正極層１５が設けられ、他方の面に負極層１７が設けられている
。また、図１５～図１７には、集電体の一方の面にのみシール層を接着させた形態が示さ
れているが、例えば、図１８および図１９に示すように、集電体の両面にシール層を接着
させる形態が採用されてもよい。
【０１３３】
　集電体にシール層を接着させる具体的な方法は特に制限されない。例えば、本発明の第
４の工程（３）において説明したような熱加圧により接着させる方法が例示される。その
他の方法が用いられてもよい。
【０１３４】
　次に、工程（２）について説明する。
【０１３５】
　工程（２）においては、前記工程（１）においてシール層が接着された集電体と、正極
層と、電解質層と、負極層とが積層してなる積層体を形成する。前記積層体の形成は、電
解質層が正極層および負極層により挟持されてなる単電池が２以上形成され、さらに前記
単電池が２つの集電体により挟持されるように行う。
【０１３６】
　ここで、この工程（２）において用いられる正極層、電解質層、および負極層の具体的
な構成や製造方法は特に制限されず、本発明の第１および第４において好ましい形態とし
て説明した形態が例示される。このため、ここでは説明を省略する。
【０１３７】
　工程（２）において、積層体を形成する際の積層の順序は特に制限されない。例えば、
図２０および図２１に示す形態が例示される。図２０および図２１は、工程（２）におい
て積層体を形成する際の積層の順序を示す概略断面図であり、積層体の各構成要素の断面
が示されている。図２０および図２１に示すように、シール層が接着している集電体の一
方の面（この面にシール層が接着している場合にはシール層が接着している部分以外の部
分）に正極層を形成し、他方の面（この面にシール層が接着している場合にはシール層が
接着している部分以外の部分）に負極層を形成してバイポーラ電極を作製し、前記バイポ
ーラ電極と電解質層とを積層することによって、積層体を形成してもよい。また、図２０
に示す形態においては、図１５～図１７に示すような、集電体の一方の面にシール層が接
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着されたバイポーラ電極が用いられている。さらに、図２１に示す形態においては、図１
８および図１９に示すような、集電体の両面にシール層が接着されたバイポーラ電極が用
いられている。なお、図２０および図２１に示す形態において、最外層に配置される集電
体は正極層または負極層のいずれかのみを有しており、バイポーラ電極を形成しない。工
程（２）において積層体を形成する場合、その具体的な方法は特に制限されず、本発明の
第４において説明したような形態が例示される。
【０１３８】
　また、工程（１）においてシール層の接着された集電体と、正極層と、電解質層と、負
極層とを別個に作製し、これらを順次積層して、これらがこの順に積層してなる積層体を
形成してもよい。さらに、正極層／電解質層／負極層がこの順に積層してなる単電池（セ
ル）を予め形成しておき、前記単電池（セル）と集電体とを順次積層する形態もまた採用
されうる。
【０１３９】
　正極層、電解質層、および負極層が別個に作製され、積層される場合、これらを作製す
る具体的な方法は特に制限されず、従来公知のバイポーラ電池の製造方法において用いら
れている方法が適宜採用されうる。
【０１４０】
　この工程（２）は、前記工程（１）の終了後に行われうる。しかし、必ずしも前記工程
（１）の終了後に行われる必要はなく、前記工程（１）と同時に行われてもよい。すなわ
ち、この工程（２）において積層により単電池（セル）を形成する際、例えば、バイポー
ラ電極（または集電体）を積層後、前記バイポーラ電極（または集電体）にシール層を接
着させ、その後前記バイポーラ電極（または集電体）に電解質層（または正極層もしくは
負極層）を積層してもよい。かかる方法によっても単電池（セル）が積層された積層構造
は得られる。
【０１４１】
　工程（２）において、シール層の積層は、手動の手段により行われてもよく、半自動ま
たは全自動の手段により行われてもよい。
【０１４２】
　続いて、工程（３）について説明する。
【０１４３】
　工程（３）においては、シール層の両側に位置する集電体のうち前記工程（１）におい
て前記シール層と接着されていない集電体と前記シール層とを、および、隣接するシール
層同士を、熱加圧により互いに接着させる。本発明において、シール層は、前記工程（１
）において、両側に存在する集電体の片方と接着されている。この工程（３）において、
シール層は、熱加圧の手段により、両側に位置する集電体のうち前記工程（１）において
接着されていない集電体と、および隣接するシール層と、接着される。このように、予め
片方の集電体とシール層とを接着させておき、残りのシーリングを後で行うことにより、
全ての単電池（セル）についてより均一にシールすることが可能となる。その結果、電解
質層において用いられる電解液の漏れ出しが抑制され、電極間の短絡（液絡）が効率よく
防止されうる。
【０１４４】
　この工程（３）において行われる熱加圧の具体的な形態は、特に制限されず、本発明の
第４の工程（３）において説明したような形態が例示されるため、ここでは説明を省略す
る。
【０１４５】
　以下、本発明の第４および第５の製造方法のより好ましい形態について説明する。
【０１４６】
　本発明の第４または第５の製造方法において用いられるシール層は、図９に示すように
、集電体側に位置するように設けられた第１の樹脂と、前記第１の樹脂により挟持され、
前記第１の樹脂より融点の高い第２の樹脂とからなることが好ましい。前記第１の樹脂お
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よび前記第２の樹脂の具体的な形態としては、本発明の第１において説明した形態が採用
されうるため、ここでは説明を省略する。
【０１４７】
　本発明の第１において説明したように、シール層が上記のような第１の樹脂および第２
の樹脂からなる構成とすることによって、熱加圧によりシーリングが行われる際の、隣接
する集電体間の短絡の危険性が低下しうる。
【０１４８】
　ここで、シール層が上記のような構成を有する場合、本発明の第４または第５の製造方
法の工程（３）において、熱加圧は、前記第１の樹脂の融点と前記第２の樹脂の融点との
間の温度で行われることが好ましい。かような方法によれば、シール層を構成する第２の
樹脂を溶融させることなく、前記第２の樹脂を挟持する第１の樹脂のみを溶融させうる。
その結果、製造されるバイポーラ電池においては、溶融しない第２の樹脂によりシール層
の絶縁性が確保される。また、第１の樹脂が溶融することによって、シール層と集電体と
の接着性、および隣接するシール層（具体的には隣接するシール層の第１の樹脂）同士の
接着性が向上しうる。
【０１４９】
　本発明の製造方法は、上記の積層体にタブを接合させ、タブの接合した積層体を電池外
装材で封止する工程をさらに有していてもよい。以下、かかる工程の好ましい形態につい
て説明するが、下記の形態のみには制限されない。
【０１５０】
　＜タブの接合＞
　積層体の正極側および負極側の最外層集電体上にそれぞれ、正極用タブ、負極用タブを
接合させる。
【０１５１】
　正極用タブおよび負極用タブを最外層集電体に接合させる方法は、特に制限されず従来
公知の溶接接続等の接続方法が用いられうる。溶接接続としては、例えば、超音波溶接、
スポット溶接等が用いられうる。なかでも、超音波溶接が好ましく用いられる。超音波溶
接は、接合される部分に高周波振動を与えることによって金属の原子を拡散させ、再結晶
させることによって機械的な接合を行う方法である。このため、同種、異種の金属の重ね
溶接に対して非常に効果的である。また、接合時に高い温度に達することなく、接合面の
最高温度は融点の３５～５０％程度に抑えられるため、高温溶接時の母材の溶融やもろい
鋳造組織の形成等の問題が生じない。
【０１５２】
　＜パッキング（電池の完成）＞
　積層体全体を電池ケース等の電池外装材で封止することにより、バイポーラ電池の完成
としてもよい。これにより、外部からの衝撃に対する耐性が向上し、環境劣化が防止され
る。封止の際には、正極用タブ、負極用タブの一部が電池外部に取り出される。
【実施例】
【０１５３】
　以下、実施例により本発明をより詳細に説明する。ただし、以下の実施例は本発明の最
良の形態を例示するためのものであり、本発明の技術的範囲は下記の形態のみには限定さ
れない。
【０１５４】
　実施例１．１
　＜電池作成例＞
　以下の方法により、本発明のバイポーラ電池を作製した。
【０１５５】
　まず、ステンテス（ＳＵＳ）製の集電体（厚さ：２０μｍ）を準備した。
【０１５６】
　次いで、正極活物質としてＬｉＭｎ２Ｏ４（平均粒子径：２０μｍ）、導電助剤として
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アセチレンブラック、およびバインダとしてポリフッ化ビニリデン（以下、「ＰＶＤＦ」
と略す）を、スラリー粘度調整溶媒であるＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）に添加
し、ホモジナイザーでよく撹拌混合して、正極用スラリーを調製した。前記正極用スラリ
ーを脱泡機により脱泡し、コーターを用いて前記集電体上に塗布して、正極層を形成させ
た。正極活物質、導電助剤およびバインダの添加量の質量比（正極活物質：導電助剤：バ
インダ）は、８５：５：１０であり、スラリー粘度調整溶媒は、前記正極活物質、導電助
剤およびバインダの混合物に対して等質量使用した。
【０１５７】
　次に、負極活物質としてハードカーボン（平均粒子径：２０μｍ）、およびバインダと
してＰＶＤＦを用いて、前記正極層と同様の方法および装置により、前記集電体の正極層
を形成させた面と反対の面上に、負極層を形成させ、バイポーラ電極を作製した。負極活
物質およびバインダの添加量の質量比（負極活物質：バインダ）は、９０：１０であった
。
【０１５８】
　正極層および負極層はロールプレスにより軽くプレスし、それぞれ２５μｍと３０μｍ
の厚さとした。また、このバイポーラ電極を７０ｍｍ×１２０ｍｍの矩形に切断した後、
正極層および負極層ともに、外周部を１０ｍｍの幅で剥離し、集電体であるステンレス（
ＳＵＳ）の表面を露出させた。
【０１５９】
　また、プロピレンカーボネート（以下、「ＰＣ」と略す）とエチレンカーボネート（以
下、「ＥＣ」と略す）との等容積混合液を用意し、これにリチウム塩としてＬｉＮ（ＳＯ

２Ｃ２Ｆ５）２（ＬｉＢＥＴＩ）を１．０Ｍとなるように添加して電解液とした。これら
にイオン導伝性高分子としてポリエチレンオキシド（以下、「ＰＥＯ」と略す）とポリプ
ロピレンオキシド（以下、「ＰＰＯ」と略す）との共重合体（平均分子量：７５００～９
０００）、および重合開始剤としてベンジルジメチルケタール（ＢＤＫ）をさらに添加し
て、プレゲル溶液を調製した。なお、前記プレゲル溶液中の、ＰＣおよびＥＣの等容積混
合液と、ＰＥＯおよびＰＰＯの共重合体との質量比（ＰＣ＋ＥＣ：ＰＥＯ＋ＰＰＯ）は、
９５：５であった。
【０１６０】
　前記プレゲル溶液を、セパレータであるポリプロピレン（以下、「ＰＰ」と略す）製不
織布（厚さ：５０μｍ、大きさ：７５ｍｍ×１２５ｍｍ）に浸漬させ、石英ガラス板によ
り挟持し、紫外線を１５分間照射することにより架橋させて、ゲル高分子電解質層を調製
した。
【０１６１】
　一方、変性ポリプロピレン樹脂（融点：１０２℃、厚さ：２０μｍ）（第１の樹脂）に
より、ポリアミド系樹脂であるナイロン（登録商標）（融点：２００℃、厚さ：３０μｍ
）（第２の樹脂）を挟み、シール層を作製した。なお、変性ポリプロピレンは、重合度の
異なるポリプロピレンであり、様々な融点を有する第２の樹脂を得るために用いた（以下
同様）。
【０１６２】
　上記で作製したバイポーラ電極の正極上に、前記ゲル高分子電解質層を載置し、次いで
、前記電解質層上に新たなバイポーラ電極をさらに載置し、単電池（正極層＋電解質層＋
負極層）が２４層形成されるように上記の操作を繰り返して、積層体を形成した。なお、
前記積層体を形成する際には、ステンレス（ＳＵＳ）表面の露出した集電体の間に、単電
池の周囲を取り囲むようにして前記シール層を設けた。この際、前記シール層は、集電体
の外部に突出させた。前記シール層の突出幅は、下層から１層目および２４層目において
は５ｍｍ、２層目および２３層目においては６ｍｍとした。以下同様に、積層中心に向か
うに従って１ｍｍずつ増加させ、積層中心である１２層目および１３層目においては１６
ｍｍとした。
【０１６３】
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　その後、前記積層体の周縁部を１８０℃の温度で熱加圧することにより、シール層およ
び集電体、並びに隣接するシール層同士を接着させた。
【０１６４】
　さらに、熱加圧後の積層体をラミネートパック中に入れて真空密封し、正極タブおよび
負極タブを外部に露出させて、バイポーラ電池を完成させた。
【０１６５】
　実施例１．２
　前記シール層の外縁部の形状を、図６に示す形状１としたこと以外は、前記実施例１．
１と同様の方法および装置を用いて、バイポーラ電池を作製した。ここで、前記シール層
の突出幅は、図６に示すＬ１である。
【０１６６】
　実施例１．３
　前記シール層の外縁部の形状を、図７に示す形状２としたこと以外は、前記実施例１．
１と同様の方法および装置を用いて、バイポーラ電池を作製した。ここで、前記シール層
の突出幅は、図７に示すＬ２である。
【０１６７】
　実施例１．４
　前記シール層の外縁部の形状を、図８に示す形状３としたこと以外は、前記実施例１．
１と同様の方法および装置を用いて、バイポーラ電池を作製した。ここで、前記シール層
の突出幅は、図８に示すＬ３である。
【０１６８】
　比較例１．１
　前記シール層を、前記集電体の外部に突出させず、さらに、積層体形成後に熱加圧によ
る接着を行わなかったこと以外は、前記実施例１．１と同様の方法および装置を用いて、
バイポーラ電池を作製した。
【０１６９】
　実施例２．１
　前記単電池（正極層＋電解質層＋負極層）の数を５層とし、さらに、前記シール層の突
出幅を全て１０ｍｍとしたこと以外は、実施例１．１と同様の方法および装置を用いて、
バイポーラ電池を作製した。
【０１７０】
　実施例２．２
　前記シール層の突出幅を、下層から１層目および５層目においては５ｍｍ、２層目およ
び４層目においては１０ｍｍ、並びに３層目においては１５ｍｍとしたこと以外は、実施
例２．１と同様の方法および装置を用いて、バイポーラ電池を作製した。
【０１７１】
　実施例２．３
　前記シール層の形成に用いられる第１の樹脂である変性ポリプロピレン樹脂の融点を、
下層から１層目および５層目においては１０２℃、２層目および４層目においては９４℃
、並びに３層目においては８８℃としたこと以外は、実施例２．１と同様の方法および装
置を用いて、バイポーラ電池を作製した。
【０１７２】
　実施例２．４
　前記シール層の外縁部の形状を、図６に示す形状１としたこと以外は、前記実施例２．
２と同様の方法および装置を用いて、バイポーラ電池を作製した。ここで、前記シール層
の突出幅は、図６に示すＬ１である。
【０１７３】
　実施例２．５
　前記シール層の外縁部の形状を、図７に示す形状２としたこと以外は、前記実施例２．
２と同様の方法および装置を用いて、バイポーラ電池を作製した。ここで、前記シール層
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の突出幅は、図７に示すＬ２である。
【０１７４】
　実施例２．６
　前記シール層の外縁部の形状を、図８に示す形状３としたこと以外は、前記実施例２．
２と同様の方法および装置を用いて、バイポーラ電池を作製した。ここで、前記シール層
の突出幅は、図８に示すＬ３である。
【０１７５】
　比較例２．１
　前記シール層を、前記集電体の外部に突出させなかったこと以外は、実施例２．１と同
様の方法および装置を用いて、バイポーラ電池を作製した。
【０１７６】
　試験例１
　＜バイポーラ電池の充放電試験＞
　上記の実施例１．１～１．４、および比較例１．１で作製したバイポーラ電池を用いて
、下記の条件により充放電試験を行った。
【０１７７】
　１．充電：１．０Ｃの電流で１００Ｖまで充電した（ＣＣ）。
【０１７８】
　２．休止：１０分間休止した。
【０１７９】
　３．放電：１．０Ｃの電流で６０Ｖまで放電した。
【０１８０】
　４．休止：１０分間休止した。
【０１８１】
　ここで、１Ｃとは、その電流値で１時間充電すると、ちょうどその電池が満充電（１０
０％充電）状態になる電流値をいう。例えば、２Ｃとは１Ｃの２倍の電流値であり、３０
分で電池が満充電状態になる電流値である。
【０１８２】
　上記の充電および放電条件を１サイクルとして、５０℃の温度条件下で充放電サイクル
試験を行い、電解液の漏れ出しによる短絡（液絡）の発生の有無を確認した。結果を表１
に示す。
【０１８３】
【表１】

【０１８４】
　表１からわかるように、本発明のバイポーラ電池は、単電池の周囲に存在するシール層
が隣接するシール層と互いに接着していることにより、バイポーラ電池における電極間の
短絡（液絡）が防止される。なお、実施例１．１～１．４のバイポーラ電池では、３００
サイクルを超える充放電でも電極間の短絡（液絡）は認められなかった。一方、比較例１
．１のバイポーラ電池における短絡（液絡）は、充放電サイクル試験の１３２サイクル目
において発生し、電池の電圧が大きく低下した。
【０１８５】
　試験例２
　＜接着強度試験＞
　上記実施例２．１～２．６、および比較例２．１で作製したバイポーラ電池を用い、下
記の条件によりシール接着部分の接着強度試験を行った。
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【０１８６】
　バイポーラ電池の端部を幅２５ｍｍ奥行き４０ｍｍで切り取って、両側の集電体の部分
を取っ手として用い、剥離接着強さ（Ｎ／２５ｍｍ）を測定した。結果を表２に示す。な
お、本実施例における測定は、取っ手部分に用いた集電体間に複数の接着部分が存在する
ため、完全にＪＩＳ　Ｋ　６８５４－２に準拠するものではない。
【０１８７】
　１．１８０度剥離接着強さ試験法（ＪＩＳ　Ｋ６８５４－２（１９９９年度））
　２．試験温度：２５℃
　３．引っ張り速度：２００ｍｍ／ｍｉｎ
【０１８８】
【表２】

【０１８９】
　実施例２．１～２．６と比較例２．１との比較により、単電池の周囲に設けられるシー
ル層が、集電体の外部へ突出していると、シール性能が向上することが示される。
【０１９０】
　また、実施例２．２と実施例２．１との比較により、前記シール層の突出幅が、単電池
の積層中心から外側に向かうに従って減少していると、シール性能が向上することが示さ
れる。
【０１９１】
　さらに、実施例２．３と実施例２．１との比較により、シール層において集電体側に配
置される第１の樹脂の融点が、単電池の積層中心から外側に向かうに従って上昇している
と、シール性能が向上することが示される。
【０１９２】
　また、実施例２．４～２．６と実施例２．２との比較により、集電体の外部に突出した
シール層の外縁部の形状が、図６～図８に示すように、矩形状以外の形状であると、シー
ル性能が向上することが示される。
【０１９３】
　上記の結果より、本発明のバイポーラ電池は、電池性能を低下させることなく長期間に
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わたって高出力密度を維持しうることが期待される。このため、車両等に搭載される場合
に特に有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１９４】
【図１】図１は、本発明のバイポーラ電池の最良の形態の１つ（第１形態）を示す平面図
である。
【図２】図２は、本発明の第１形態の概略断面図である。
【図３】図３は、本発明の第１形態のバイポーラ電池を構成する単電池（セル）の拡大概
略断面図である。
【図４】図４は、本発明におけるシール層の好ましい一実施形態を示す平面図である。
【図５】図５は、本発明におけるシール層の好ましい一実施形態を示す概略断面図である
。
【図６】図６は、本発明におけるシール層の他の好ましい一実施形態を示す平面図である
。
【図７】図７は、本発明におけるシール層のさらに他の好ましい一実施形態を示す平面図
である。
【図８】図８は、本発明におけるシール層のさらに他の好ましい一実施形態を示す平面図
である。
【図９】図９は、本発明のバイポーラ電池におけるシール層の好ましい一実施形態を示す
概略断面図である。
【図１０】図１０は、図９に示す形態のバイポーラ電池を構成する単電池（セル）の好ま
しい形態を示す拡大概略断面図である。
【図１１】図１１は、本発明のバイポーラ電池の特に好ましい一実施形態を示す概略断面
図である。
【図１２】図１２は、本発明のバイポーラ電池Ａと一般リチウムイオン二次電池Ｂ１０直
とを並列に連結した組電池の一例を示す図である。図１２（ａ）は、組電池の平面図であ
り、図１２（ｂ）は、組電池の正面図であり、図１２（ｃ）は、組電池の右側面図であっ
て、これら図１２（ａ）～（ｃ）では、いずれもバイポーラ電池Ａおよび一般リチウムイ
オン二次電池Ｂを直列と並列との混合に接続した様子がわかるように、外部ケースを透過
して組電池内部を表している。
【図１３】図１３は、本発明の第４であるバイポーラ電池の製造方法の工程（３）におい
て、熱加圧を行う際の好ましい形態を示す平面図である。
【図１４】図１４は、図１３に示す形態の断面図である。
【図１５】図１５は、本発明の第５であるバイポーラ電池の製造方法の工程（１）におい
て、集電体にシール層を接着させる際の好ましい形態を示す平面図である。
【図１６】図１６は、図１５に示す形態の正面図である。
【図１７】図１７は、図１５に示す形態の概略断面図である。
【図１８】図１８は、本発明の第５であるバイポーラ電池の製造方法の工程（１）におい
て、集電体にシール層を接着させる際の他の好ましい形態を示す正面図である。
【図１９】図１９は、図１８に示す形態の概略断面図である。
【図２０】図２０は、本発明の第５であるバイポーラ電池の製造方法の工程（２）におい
て、積層体を形成する際の好ましい形態を示す概略断面図である。
【図２１】図２１は、本発明の第５であるバイポーラ電池の製造方法の工程（２）におい
て、積層体を形成する際の他の好ましい形態を示す概略断面図である。
【符号の説明】
【０１９５】
　　１１　　バイポーラ電池、
　　１３　　集電体、
　　１５　　正極層、
　　１７　　負極層、
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　　１９　　電解質層、
　　２１，２１’　　単電池（セル）、
　　２３　　積層体、
　　２５　　正極用最外層集電体、
　　２７　　負極用最外層集電体、
　　２９　　正極用タブ、
　　３１　　負極用タブ、
　　３３　　電池外装材、
　　３５，３５’　　シール層、
　　３６　　第１の樹脂、
　　３７　　第２の樹脂、
　　４４　　正極端子、
　　４６　　負極端子、
　　４８　　検知タブ、
　　５０　　組電池、
　　５２　　外部弾性体、
　　５５　　組電池ケース、
　　５６　　バスバー、
　　５９　　端子リード、
　　６０　　ホットプレス機。

【図１】 【図２】
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【図８】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】
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